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●一般的な文化財保護の考え方や、フランク・ロイド・ライトの作品である旧林
愛作邸の特性をふまえ、

にもとづき本地区での
取組みを進めており、これまでに「街づくり誘導指針」の策定、「土地利用の
基本的な考え方」「保存範囲の考え方」の決定などを行ってきました。

●文化財保護制度は、所有者が行う保存措置を支援する仕組みであり、公的所有
を前提としていません。
売却の意向がないことから、世田谷区、東京都、国、

● です。世田谷区も同席
して協議しています。
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●

が、あくまで事業用地として取得したこ

とから、事業が合理的に成立することが不可欠となります。

●

ことから、世田谷区に、現行法規

の緩和措置を求める要望書を提出しました。

● であり、過

分な床面積を求めているものではありません。
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敷地面積
延べ面積

延
べ
面
積

容積率（％）
敷地面積
建築面積

建ぺい率（％）

敷地面積の最低限度
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国土地理院地理院地図簡易空中写真
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